
2026年６月 24日 

 

区長（町内会長）各位  

 

豊岡市区長連合会  

会長  橋本  忠明  

 

2026年度行政連絡調整事務委託料の支払いについて（お知らせ） 

 

みだしのことにつきまして、豊岡市と豊岡市区長連合会との間で締結した委託契約

に基づき、委託料をお支払いいたしますので、お知らせします。 

なお、お支払額、お支払い方法等につきましては、下記及び別紙のとおりとします

ので、ご確認くださいますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 委託料  

⑴ 均等割  １区あたり  56,000円 

 ⑵ 世帯割  １世帯あたり 1,000円 

   ※世帯割数は、ご報告いただいた 2026年５月号（4/25配布）の市広報配布実績

数（世帯分と事業所分の合計）を算出根拠としています。 

       

２ お支払い方法 

昨年度指定された区の会計口座（支払通知書参照）に、豊岡市から直接振り込ま

れます。 

  ※振込先に変更がある場合は、同封の振込口座報告票を６月 30 日（火）まで

に事務局へ提出してください。 

 

３ 振込予定日  2026年７月 27日（月） 

 

４ 支払通知書  別紙のとおり 

 

５ 問合せ先   〒668-8666 豊岡市中央町２番４号 

         豊岡市区長連合会事務局(豊岡市地域づくり課内) 担当：米田・米原 

           TEL：２１－９０２０ FAX：２４－８１１４ 

E-mail：kucho-report@city.toyooka.lg.jp 

■区長宛データは、こちらから確認することができます。 

 「支払通知書」につきましては、各区の個別情報のため掲載しておりません。 
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